
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

アセットマネジメントOne株式会社（東京都千代田区、取締役社長 菅野暁、以下「AM-One」）は、

2019年7月9日に国内運用会社として初めて100％再生可能エネルギー利用を目指すイニシアティブ

「RE100」に加盟しました。2050年までに自社の使用電力を全て再生可能エネルギー由来に切り替え

ることで、再生可能エネルギーの利用拡大を推進します。 

AM-Oneは、持続可能な社会の実現を目指す上で、気候変動は大変重要な課題であると捉えています。

AM-Oneは、責任ある機関投資家としてエンゲージメントを通じて投資先企業に対する気候変動への

取組みを促すと共に、自社においても気候変動の課題解決に取り組んでいきます。 

AM-Oneは、これからも持続可能な社会の実現を目指して、再生可能エネルギーの普及など低炭素社

会の促進に取り組むことで、気候変動の抑制に貢献します。 

 

【RE100について】 

RE100（再生可能エネルギー100%を意味する「Renewable Energy 100％」の頭文字）は、地球温暖化の防止を目的に再生可能

エネルギー100%化を目標に掲げる企業が加盟する国際イニシアティブ。国際的な環境NGO団体であるクライメイト・グループとカー

ボン･ディスクロージャー･プロジェクトが連携して運営しており、企業群によるグローバルな協働イニシアティブを通じて、再生可

能エネルギーの普及を目指しています。 
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【アセットマネジメントOneについて】 

アセットマネジメントOne株式会社は、DIAMアセットマネジメント株式会社、みずほ信託銀行株式会社の資産

運用部門、みずほ投信投資顧問株式会社及び新光投信株式会社（以下、総称して「統合4社」）が統合し、2016

年10月1日に発足した資産運用会社です。「投資顧問事業」と「投資信託事業」の双方の事業領域における運用

資産残高は約52兆円と国内有数の規模を誇ります。 

統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、資産運用のプロフェッショナルとして、

グローバル運用リサーチ体制に支えられた伝統的資産のアクティブ運用や金融工学を駆使した最先端の運用戦

略等、個人投資家や機関投資家の多様な運用ニーズに対し、最高水準のソリューションの提供をめざします。  

ＨＰ：http://www.am-one.co.jp/              

※運用資産残高は2019年3月末時点。 

商 号 等／ アセットマネジメントOne株式会社 

           金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第324号 

加入協会／ 一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会 

自己評価（2017年度）
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投資先企業との

認識の共有と

問題の改善

●当社では、投資先企業が抱える課題を事前に調査・分析し、エンゲージメントを通じた認識の共有を図っております。

●特に、企業価値向上とその持続的な成長の基盤となるＥＳＧに関しては、投資先企業のＥＳＧ課題を資料にして提示することにより、認識の

共有を強固なものとし、課題解決に向けたエンゲージメントを実施しております。

●本年度より、パッシブ視点でエンゲージメント重点企業を選定するプロセスを独立させ、ＥＳＧアナリストの拡充とともに、パッシブ視点のエンゲージ

メント重点企業を前年度の120社（ＴＯＰＩＸウエイト14％）から本年度160社　(同31％)に増加させました。パッシブ視点のエンゲージメント

重点企業は、従来からの低ＥＳＧ評価企業、低ＲＯＥ企業に加え、当社独自のＥＳＧテーマを設定し選定しております。

●ガバナンス課題については、当社の議決権行使ガイドラインおよび議案判断基準に基づく議決権行使結果のフィードバックを強化いたしました。

●当社のＥＳＧに対する考え方やパッシブ視点のエンゲージメント活動内容について、証券アナリストジャーナル2018年1月号に論文「エンゲージメ

ントを通じたＥＳＧの推進」を発表いたしました。

＜今後の課題＞

●温室効果ガス排出量が多い企業に対して、グローバルな投資家が連携してエンゲージメントを行うイニシアティブＣｌｉｍａｔｅ Action100+

への対応等ＥＳＧ課題の解決を促す取組みを強化してまいります。
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議決権行使結果の

公表と投資先企業

の持続的成長に

資する工夫

●当社では、投資先企業の持続的な企業価値向上を通じた株主利益の最大化を目的として、全ての保有株式について当社議決権行使ガイド

ラインおよび議案判断基準に基づき、投資先企業とのエンゲージメント内容等を踏まえた上で賛否判断を実施しております。なお、親会社等、利益

相反の観点から最も重要な会社の議案は、当社ガイドラインに基づく議決権行使助言会社からの助言を活用しております。

●本年度より、議決権行使結果については、全体の集計結果に加えて、個別結果（個別企業の議案毎の行使結果）も四半期毎に当社ウエブ

サイトにて公表を開始いたしました。

●議決権行使ガイドラインおよび議案判断基準を改定し、当社ウエブサイトにおいて公表いたしました。

＜今後の課題＞

●コーポレートガバナンスに関連する法制度・諸規則の変更やそれらに対する議論を踏まえた議決権行使ガイドラインおよび議案判断基準の適切

な見直しを継続してまいります。

●議決権行使とエンゲージメントのリンケージ強化を更に図ってまいります。
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顧客・受益者への

報告

●当社では、投資先企業とのエンゲージメントや議決権行使など、スチュワードシップ責任を果たすための活動状況を顧客・受益者に対し適切に報

告しております。

●本年度より、議決権行使結果については、全体の集計結果に加えて、個別結果（個別企業の議案毎の行使結果）も四半期毎に当社ウエブ

サイトにて公表を開始いたしました。

●年金基金等アセットオーナー向けの個別報告では、議決権行使の判断事例やエンゲージメントにおける対話事例も含め、詳細な資料を提出し

ております。

●顧客・受益者並びに投資先企業を対象に、当社のスチュワードシップ活動をより一層ご理解いただけるよう、スチュワードシップ活動に係る年次報

告の作成に着手いたしました。

●なお、本年度は、議決権行使結果及びエンゲージメント活動記録を全てデータベース化し、投資先企業への議決権行使結果のフィードバックや

エンゲージメント重点企業のマイルストーンチェック、並びに顧客・受益者向け報告書の作成に活用しております。

＜今後の課題＞

●スチュワードシップ活動に係る年次報告の作成等、より分かり易い情報開示に努めてまいります。
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スチュワードシップ

活動のための実力

向上と自己評価の

公表

●当社では、スチュワードシップ活動の実効性向上のため、四半期毎に責任投資委員会へ報告し、各原則の実施状況を省みることにより、取組み

の改善を図り、責任ある投資家としての実力向上に努めております。

●本年度は、ＥＳＧアナリストおよび議決権行使専任担当者を増員し、体制を強化いたしました。

●エンゲージメント活動に関する定期的なＰＤＣＡの実施、エンゲージメント活動の人事評価への反映によるモチベーション向上、チーフＥＳＧア

ナリストが主導する社内勉強会などスキル向上に努めております。

●更に、スチュワードシップ活動に係る各種外部団体から国内外の情報をタイムリーに入手するとともに、経済産業省、環境省等主催の各種協議

会への参加や社会・環境課題をテーマに大学研究者との意見交換も実施し、産学官連携によるＥＳＧ課題解決に向けた取組みも強化いたしま

した。

●本年度の自己評価結果については、当社ウェブサイト及びスチュワードシップ活動に係る年次報告において公表します。

＜今後の課題＞

●資産運用業務に関する経験豊富な人材の配置など、継続的な経営資源の投入を通じ、社会・環境問題等中長期的な視点からの課題把握

に努め、投資先企業が抱える課題の解決を促す取組みを強化してまいります。

原則


